
 

四国運輸局管内自家用電気工作物保安管理業務委託契約書 

 

 発注者 支出負担行為担当官 四国運輸局長（以下「甲」という。）及び発注者 独立行政

法人自動車技術総合機構四国検査部長（以下「乙」という。）と、受注者   （以下「丙」

という。）とは、甲及び乙が設置する自家用電気工作物の保安管理業務の委託について、次の

とおり契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲、乙及び丙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（契約の目的） 

第２条 丙は、仕様書に基づき、甲及び乙が設置する自家用電気工作物の保安管理業務（以下

「業務」という。）を行い、甲及び乙は、丙にその対価を支払うものとする。 

 

（契約対象電気工作物の概要） 

第３条 契約対象物件の概要及び履行場所は仕様書のとおりとする。 

 

（委託業務の内容） 

第４条 丙が仕様書に基づき実施する保安管理業務の具体は、次項を除き次の各号によるとも

のする。 

(1)  丙は、前条に掲げる自家用電気工作物の維持及び運用について定期的な点検、測定及

び試験（その細目及び具体的基準は保安規程のとおり）を行い、経済産業省令で定める

技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を設置

者に指示又は助言すること。 

(2)  事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲及び乙又はその従業員から受けた場合、

丙は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、丙は、事

故・故障の状況に応じて、臨時点検を行うこと。事故・故障の原因が判明した場合、丙

は、同様の事故・故障を再発させないための対策について、甲及び乙に指示又は助言を

行うこと。また、電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合、丙は、甲

及び乙に対し、事故報告するよう指示を行うこと。 

(3)  電気事業法第 107 条第 3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 

(4)  前条に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する中国四国産業保安監督部への

提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 

(5)  前条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、自家用電気工作物の技術基

準への適合状況を確認するため、設計の審査、工事期間中の点検及び竣工検査を行い、

技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を甲及

び乙に指示助言すること。 

2 甲及び乙は、前項の丙に委託する保安管理業務のうち、次の(イ)～(ニ)のいずれかに該

当する電気工作物については、丙と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電

気工事業者、電気機器製造業者等に依頼できるものとする。これに関し、丙の監督の下

に点検等を行い、丙は、その記録の確認を行うものとする。また、丙は、甲及び乙の求



 

めに応じ、助言を行うこととする。このほか、丙は、当該電気工作物の保安について、

甲及び乙に対し指示又は助言ができるものとする。 

(ｲ)  設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが

困難な次の(a)～(e)のいずれかに該当する自家用電気工作物 

(a)  建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)第 12 条第 3項の規定に基づき、一級建築士等

の検査を要する建築設備 

(b)  消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条の 3の 3の規定に基づき、消防設備士免状

の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等 

(c)  労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57 号)第 45 条第 2項の規定に基づき、検査業者

等の検査を要することとなる機械 

(d)  機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器

（医療用機器、オートメーション化された工作機械群等） 

(e)  内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器 

（密閉型防爆構造機器等） 

(ﾛ)  設置場所の特殊性のため、丙が点検を行うことが困難な次の(a)～(e)のいずれかに

該当する場所に設置される自家用電気工作物 

(a)  立入に危険を伴う場所（酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業

を伴う場所、放射線管理区域等） 

   (b)  情報管理のため立入が制限される場所（機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室

等） 

(c)  衛生管理のため立入が制限される場所（手術室、無菌室、新生児室、クリーンルー

ム等） 

(d)  機密管理のため立入が制限される場所（独居房等） 

(e)  立入に専門家による特殊な作業を要する場所（密閉場所等） 

(ﾊ)  事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物 

(ﾆ)  発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

 

（点検の頻度と監視装置） 

第５条 第４条第１項に定める丙が定期的に行う点検内容は保安規程によるものとし、点検頻

度は次のとおりとする。 

 (1)  月次点検  隔月１回以上（年次点検を実施した月は、これを月次点検に含む） 

   (2)  年次点検  毎年１回（停電年次点検） 

ただし、経済産業省令で定める電気設備技術基準等に合致する場合は、

協議の上、設備を運転中に行う点検（無停電年次点検）を行うものとす

る。 

    (3)  工事期間中の点検 毎週１回 

     (4)  臨時点検    必要の都度 

2 上記の点検のほか、甲及び乙及びその従事者が行った、日常巡視等において異常等がな

かったか否かの問診を行い、異常があった場合には、丙は点検を行うものとする。 

3 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置(絶縁監視装置)を有する需要設備につ

いては、丙は警報発生時（警報動作電流（設定の上限値は 50mA とする。）以上の漏えい

電流が発生している旨の警報を（以下「漏えい警報」という。）連続して５分以上受信し



 

た場合又は５分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。）に、次に掲げる処置

を行うこととする。 

(1)  警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。 

(2)  警報発生時の受信の記録を３年間保存する。 

 

（連絡責任者） 

第６条 甲及び乙は､電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定

めるとともに、この契約の履行に関して丙と連絡巡視を行う者を定めるとともに、この

契約の履行に関して丙と連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を丙に通知するも

のとする。 

2 甲及び乙は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者

を定め、ただちにその氏名、連絡方法等を丙に通知するものとする。 

3 甲及び乙は、前第１項又は前第２項に変更が生じた場合は、ただちに丙に連絡するもの

とする。 

4 甲及び乙は、連絡責任者又はその代務者を、丙の行う保安管理業務に必要に応じ立ち会

わせるものとする。 

5 甲及び乙は、需要設備の設備容量が 6,000 キロボルトアンペア以上の場合連絡責任者と

して第 1 種電気工事士又はそれと同等以上の知識及び技能を有するものとあてるものと

する。 

 

（保安業務担当者の資格等） 

第７条 甲及び乙は、丙の保安業務担当者が事業場において保安管理業務を行う際に面接等を

行い、その者が委託契約書に明記された本人であることを確認することとする。また、

保安業務担当者は、その身分を提示する身分証明書により保安業務担当者であることを

明らかにすることとする。但し、緊急な場合を除くものとする。 

2 丙の保安業務担当者は、甲及び乙の保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するも

のとする。 

3 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者（以下、「保安業務従事者」という。）

に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 

4 丙の保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理

業務の実施を補助させることができるものとする。 

5 丙は、前第１項から前第４項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者の氏名、生

年月日、主任技術者免状の種類及び番号を、丙の事業所への連絡方法とともに、書面をも

って甲及び乙に通知するとともに、甲及び乙は面接等を行い、その者が委託契約に明記さ

れた本人であることを確認することとする。なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が

生じた場合であっても同様とする。 

 

（契約の期間） 

第８条 契約期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

 

（契約金額等） 

第９条 第５条第１項に掲げる委託手数料は次のとおりとする。 

保安管理業務委託手数料 金 円（うち消費税及び地方消費税 円を含む。） 



 

  2 前項以外の手数料は甲、乙及び丙が協議のうえ、別途算定する。 

 

（契約保証金） 

第 10条 甲及び乙は、この契約に係る丙が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 11条 丙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはなら

ない。 

 

（再委託等の禁止） 

第 12条 丙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 

 

 (代理人等に関する措置要求) 

第 13 条 甲及び乙又は監督職員は、現場代理人その他丙の代理人(下請負人は代理人とみなす。

以下同じ。)主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と

認められるものがあるときは、丙に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきこと

を求めることができる。 

 

（秘密の保持） 

第 14条 甲及び乙及び丙は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に

漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 

 

（服務等） 

第 15条 丙は、業務を行うに当たっては甲及び乙の指示に従い、常に善良な管理者の注意をも

って行わなければならない。 

   2 丙は、丙の従事者の身元、風紀、衛生及び法律の維持に関して一切の責任を負うもの

とする。 

   3 甲及び乙は、丙の従事者を不適当と認めたときは、丙に対して従事者の交替を求める

ことができる。 

   4 丙は、業務を行うに当たっては現場責任者を定め、あらかじめ甲及び乙に通知するも

のとする。 

 

（監督） 

第 16条 甲及び乙は、この契約の履行に関し甲及び乙の指定する監督職員（以下「監督職員」

という。）に丙の業務を監督させ必要な指示をさせることができる。 

   2 丙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 

 

（事情変更） 

第 17条 甲及び乙は、必要がある場合は丙と協議して業務の内容を変更し又は業務を一時中止

し若しくは業務の一部を打ち切ることができる。 

   2 甲、乙及び丙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改

廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条項が不適当となったと認められ

る場合には、協議してこの契約を変更することができる。 



 

   3 前２項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙

及び丙が協議して書面により定めるものとする。 

 

（部品の交換） 

第 18条 丙は、対象物件の機能を回復させるため、破損又は使用不能となった部分を交換する

必要が認められる場合は、甲及び乙と協議してその部分の部品を交換するものとする。 

      この場合、仕様書に交換を定められた部品以外の部品の代金は別途甲、乙及び丙等に

請求することができるものとする。 

 

（検査） 

第 19 条 丙は、各月次点検終了後、当該期間に係る業務の終了を速やかに甲及び乙に報告し、

甲及び乙の指定する検査職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければなら

ない。 

   2 検査職員は、丙から前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から１０

日以内に検査を行わなければならない。 

   3 丙は、第 1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。 

   4 丙は、第１項の規定による検査の結果不合格のものについては、検査職員の指示に従

い遅滞なく手直しを行い、再検査を受け業務を完了させなければならない。 

   5 前項の場合において生ずる一切の費用は、丙の負担とする。 

     

（契約金の請求等） 

第 20条 丙は、前条の検査に合格したときは、毎月その業務が完了した翌月１５日までに、別

紙に定める分担額を甲及び乙あてに請求するものとする。 

   2 甲及び乙は、丙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して３

０日以内に丙に支払いを行うものとする。 

 

（遅延利息） 

第 21条 甲及び乙は、自己の責に帰すべき理由により、前条に規定する期間内に請求金額を支

払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、

請求金額に対して年２．５％の割合で計算した遅延利息を丙に支払うものとする。 

ただし、その金額に１００円未満の端数があるとき又はその全額が１００円未満であ

るときは、その端数又は全額を切り捨てるものとする。 

 

（解除） 

第 22条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

(1) 丙が、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。 

(2) 丙が、第８条に定める契約期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかなと

き。 

(3)  業務の履行に関して、丙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったと

き。 

(4)  丙が、正当な理由がないのに甲及び乙の指示に従わないとき。   

(5)  丙が、次のいずれかに該当するとき。 



 

イ 役員等（丙が個人である場合にはその者を、丙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条におい

て同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 丙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方と

していた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、甲及び乙が、丙に対して当該契約の

解除を求め、丙がこれに従わなかったとき。 

2 丙は、前項の規定を含め、自己の責めに帰すべき理由によりこの契約が解除された場

合には、第９条に定める契約金額の１０パーセントに相当する額を違約金として甲及び

乙に支払うものとする。 

3  前項の違約金は、損害賠償の予定又はその一部としない。 

 

（損害賠償） 

第 23 条 丙は、第 17 条第１項又は第 2 項の規定による事情変更若しくは前条第 1 項又は第 2

項の規定による解除に基づく損害賠償の請求をしないものとする。ただし、丙は甲及び

乙に対して既に経過した期間における業務の終了部分に相当する契約金額を請求できる

ものとし、この場合は第 19 条から第 21条までの規定を準用するものとする。 

   2 前条第 2項の規定による解除の場合は、甲及び乙は丙に損害賠償を請求できるものと

する。 

   3 丙は、この契約を履行するに当たり甲及び乙に損害を与えたときは、丙の負担におい

てその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲及び乙の責に帰すべ

き理由による場合はこの限りでない。 

   4 丙は、この契約を履行するに当たり第三者に損害を与えたときは、丙の負担において

その損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲及び乙の責に帰すべき

理由による場合はこの限りでない。 

   5 第 2 項又は第 3項に規定する損害賠償の額は、甲、乙及び丙が協議して定めるものと

する。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第 24 条 丙が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、丙は、甲及び乙の請求に基づ

き、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には変更後の契約額）の１



 

０分の１に相当する額を違約金として甲及び乙の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

(1) この契約に関し、丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は丙が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取

引委員会が丙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準

用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）

を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第

２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2)  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が丙又は丙が構成事業者である事業者団体（以下「丙等」という。に対して

行われたときは、丙等に対する命令で確定したものをいい、丙等に対して行われていな

いときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号

において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3)  前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、丙等に独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象と

なった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事

件について、公正取引委員会が丙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）

に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当す

るものであるとき。 

(4)  この契約に関し、丙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第

１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

2 丙が前項の違約金を甲及び乙の指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経

過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した遅延利息を甲及び乙

に支払わなければならない。 

 

（裁判管轄） 

第 25条 この契約に関する訴えは、甲及び乙の所在地を管轄する裁判所に属するものとする。 

 

（補則） 

第 26 条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要が

ある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

この契約の締結の証として本書２通を作成し、甲及び乙及び丙が記名・押印のうえ各自１

通を保有する。 

 

   令和 年 月 日 

 

        甲  香川県高松市サンポート３番３３号 

           支出負担行為担当官 

            四国運輸局長   

 

 

        乙  香川県高松市鬼無町字佐藤２０－１ 

           独立行政法人自動車技術総合機構 

            四国検査部長 

 

 

        丙   


